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ケアハウス 熱海伊豆海の郷 



改訂履歴 

版数 章･ペー

ジ 

制定･改訂

（日付） 

改訂内容 

１ 全 2017/04/01  

2 全 2018/04/01 法人共通の書式に変更 

3 全 2019/08/01 料金改定 

4 全 2019/10/01 料金改定、新規加算取得 

5 全 2019/12/01 第三者委員交代に伴い変更 

6 全 2020/05/01 防火管理者変更に伴い変更 

7 全 2021/04/01 
基本料金改定、新規加算追加、連帯保証

人・身元引受人・後見人追加 

8 全 2021/09/01 施設長交代に伴い変更 

9 全 2021/12/13 防火管理者変更に伴い変更 

１０ 全 2022/10/1 料金改定、新規加算取得 

１１ 全 2023/04/01 文言の追加 

１２ 全 2024/04/01 料金改定、加算項目追加 

１３ 全 2024/10/01 料金表の不要項目削除 

１４    

１５    

１６   
 

１７    



 

（介護予防）特定施設入居者生活介護重要事項説明書 

＜２０２4 年 4 月１日現在＞ 

１ 事業者（法人）の概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 湖 成 会 

主たる事業所の所在地 静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１ 

代 表 者 名 理事長 湖 山 泰 成 

設 立 年 月 日 平成１０年１２月１５日 

電 話 番 号 ０５４４－６７－０６５５ 

F A X 番 号 ０５４４－６７－０６５６ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.s-koseikai.jp/ 

 

 

２ 事業所（ご利用施設）の概要 

施 設 の 名 称 ケアハウス 熱海伊豆海の郷 

施 設 の 所 在 地 静岡県熱海市伊豆山７１７番地１ 

事 業 所 指 定 番 号 ２２７０５００３１３ 

管 理 者 の 氏 名 浅 野 真 史 

電 話 番 号 ０５５７－８０－５６００ 

F A X 番 号 ０５５７―８０－５６１１ 

 

３ 事業の目的と運営方針 

事 業 の 目 的 

入居者の食事、入浴、排泄等の介護又はその他の日常生活の世話、

自律を支援するための機能訓練、療養上のお世話を行うことにより、

入居者の個々の能力に応じ、日常生活を営むことができるよう、各

種サービスを提供することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基

づき、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓

練及び療養上の世話を行うことにより、介護状態となった場合でも，

当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が当該指定

特定施設においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことを目的とする。 

 

４ 施設の概要 

＜構造など＞ 

敷 地 ６，５０６．９５㎡ 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート造５階建て（４階および５階部分） 

延べ床面積 ３，１２６．３４㎡（施設全体） 

利 用 定 員 ３０名 



 

＜居室＞ 

居室の種類 室数 面積 １人あたり面積 

一人部屋 ３０ 1,047.96 ㎡ 27.46～28.38 ㎡ 

  心身の状況により、居室の変更をお願いする場合があります。 

   

＜主な設備＞ 

設備の種類 室数 面積 備考 

食堂 1 171.93 ㎡   

浴室 5 7.4～36.54 ㎡   

トイレ 9 2.2～10.15 ㎡   

機能訓練室 4 70.94～106.55 ㎡  

静養室 1 17.84 ㎡  養護と共用 

医務室 1 26.76 ㎡  養護と共用 

 

５ 施設の職員体制 

従業者の職種 員数 職務の内容 

管理者 1 名 
（介護職員兼務） 

施設の責任者としてその管理と統括を行う 

嘱託医師 1 名  利用者の健康管理や療養上の指導を行う 

生活相談員 1 名  

利用者およびその家族からの相談に適切に応じるととも

に、市町村・他事業所との連携を図るほか、ボランティア

の指導を行う 

介護職員 8 名以上 
利用者の施設サービス計画および個別援助計画に基づく介

護を行う 

看護職員 1 名 

医師の指示に基づき服薬・検温・血圧測定等の医療行為を

行うほか、利用者の施設サービス計画および個別援助計画

に基づく看護を行う 

管理栄養士 1 名以上 
（他事業所兼務） 

献立の作成・栄養指導・嗜好調査および残食調査など利用

者の食事管理を行う 

機能訓練指導員  1 名  
利用者の施設サービス計画および個別機能訓練計画に基づ

く機能訓練を行う 

計画作成担当者  1 名  

利用者の心身の状況およびその有する能力・置かれている

環境などに基づき可能な限り自律した日常生活を営むこと

ができるよう施設サービス計画の作成を行う 

栄養士・調理員 1 名以上 
（他事業所兼務） 

利用者の食事の調理を行う 



 

事務員ほか  1 名以上 
（他事業所兼務） 

施設の労務管理・経理などを行う 

 

６ 職員の勤務体制 

勤務形態 勤務時間 

早 番    ７：００～１６：００ 

日 勤    ８：３０～１７：３０ 

遅 番 １０：３０～１９：３０ 

夜 勤 １７：００～ ９：３０ 

 

７ 施設サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付サービス 

ア サービスの内容 

サービスの種別 内    容 

食   事 

朝食 ７：００～、昼食 １２：００～、夕食 １7：3０～ 

管理栄養士または栄養士の立てる献立により、栄養と利用者の心身状況に配慮

した食事を提供します 

入   浴 
生活リズムや生活習慣・希望などに基づいて入浴の機会を提供します 

寝たきりなどで座位のとれない方の入浴も可能です 

排   泄 
利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自律につい

ても適切な援助を行います 

離   床 寝たきり防止のため、できる限りの離床に配慮します 

着 替 え 生活リズムを考え、着替えを行うように配慮します 

整 容 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します 

シ ー ツ 交 換 週１回行います 

洗 濯 必要に応じて衣類の洗濯を行います 

機 能 訓 練 
利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努め

ます 

健 康 管 理 
嘱託医師により、週１回診察日を設けて健康管理に努めます 

看護職員が中心となり、日常生活における健康管理を行います 



 

口 腔 衛 生 
専門職種からの助言や指導等を受け、口腔の健康の保持をはかるため、利用者

の状態に応じた口腔衛生を行います 

介 護 相 談 入所者とその家族からのご相談に応じます 

   

イ 費用 

   基本料金に加え、介護保険の適用がある場合、利用者の負担額が生じます。利用者

負担額は、原則として料金表の利用料金のうち、介護保険負担割合証記載の割合が利

用者の負担額となります。 

   介護保険適用の場合でも、保険料の滞納などにより、事業者に直接介護保険給付が

行われない場合があります。その場合、利用料の金額をお支払いください。利用料の

お支払いと引き換えにサービス提供証明書を発行します。 

   発行されたサービス提供証明書は、のちに利用料の償還払いを受けるときに必要と

なります。 

   また、端数処理により実際の請求額と異なる場合があります。 

 

＜基本料金（要支援および要介護の方）＞               （単位：円） 

年間の対象収入による 

階層区分 

内訳 

生活費 事務費 管理費 合計 

1 1,500,000 以下 46,090 10,000 65,000 121,090 

2 1,500,001～1,600,000 46,090 13,000 65,000 124,090 

3 1,600,001～1,700,000 46,090 16,000 65,000 127,090 

4 1,700,001～1,800,000 46,090 19,000 65,000 130,090 

5 1,800,001～1,900,000 46,090 22,100 65,000 133,190 

6 1,900,001～2,000,000 46,090 25,100 65,000 136,190 

7 2,000,001～2,100,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

8 2,100,001～2,200,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

9 2,200,001～2,300,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

10 2,300,001～2,400,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

11 2,400,001～2,500,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

12 2,500,001～2,600,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

13 2,600,001～2,700,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

14 2,700,001～2,800,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

15 2,800,001～2,900,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

16 2,900,001～3,000,000 46,090 25,600 65,000 136,690 



 

17 3,000,001～3,100,000 46,090 25,600 65,000 136,690 

18 3,000,001 以上 46,090 25,600 65,000 136,690 

 

＜基本料金（自立の方）＞                      （単位：円） 

年間の対象収入による 

階層区分 

内訳 

生活費 事務費 管理費 合計 

1 1,500,000 以下 46,090 10,000 65,000 121,090 

2 1,500,001～1,600,000 46,090 13,000 65,000 124,090 

3 1,600,001～1,700,000 46,090 16,000 65,000 127,090 

4 1,700,001～1,800,000 46,090 19,000 65,000 130,090 

5 1,800,001～1,900,000 46,090 22,100 65,000 133,190 

6 1,900,001～2,000,000 46,090 25,100 65,000 136,190 

7 2,000,001～2,100,000 46,090 30,100 65,000 141,190 

8 2,100,001～2,200,000 46,090 35,100 65,000 146,190 

9 2,200,001～2,300,000 46,090 40,200 65,000 151,290 

10 2,300,001～2,400,000 46,090 45,200 65,000 156,290 

11 2,400,001～2,500,000 46,090 50,200 65,000 161,290 

12 2,500,001～2,600,000 46,090 57,200 65,000 168,290 

13 2,600,001～2,700,000 46,090 58,000 65,000 169,090 

14 2,700,001～2,800,000 46,090 58,000 65,000 169,090 

15 2,800,001～2,900,000 46,090 58,000 65,000 169,090 

16 2,900,001～3,000,000 46,090 58,000 65,000 169,090 

17 3,000,001～3,100,000 46,090 58,000 65,000 169,090 

18 3,000,001 以上 46,090 58,000 65,000 169,090 

   ※基本料金は、収入によって異なります。 

   ※また、毎年 静岡県の指導により変更されます。変更の際は年度毎に４月に遡って

変更させていただきます。 

   ※管理費および事務費は日割り対象外となります。 

   ※１１月から３月までは暖房費として１月当たり２，１２０円ご負担いただきます。 

   ※居室内の電気料金、上下水道料金は別途ご負担いただきます。 

   ※医療費は別途ご負担いただきます。 

   ※４階東伊豆山 2 丁目９番については入居契約日より１年間、管理費は月額 35,000

円とし、以降継続利用する場合は管理費を月額 65,000 円とします。 

 

 

 

 



 

＜介護保険適用分料金表＞ 

  〇サービス費（１日につき） 

   ※事業所のある熱海市はその他であるため、１単位１０．００円で計算します。 

要介護度 単位 利用料 本人負担 

□ 要支援１ １８3 単位 1，８3０円 

１８３円 

３６６円 

５４９円 

□ 要支援２ ３１3 単位 3，１3０円 

３１３円 

６２６円 

９３９円 

□ 要介護１ ５４２単位 5，４２0 円 

５４２円 

１，０８４円 

１，６２６円 

□ 要介護２ ６０９単位 ６，０９０円 

６０９円 

１，２１８円 

１，８２７円 

□ 要介護３ ６７９単位 ６，７９０円 

６７９円 

１，３５８円 

２，０３７円 

□ 要介護４ ７４４単位 ７，４４０円 

７４４円 

１，４８８円 

２，２３２円 

□ 要介護５ ８１３単位 ８，１３０円 

８１３円 

１，６２６円 

２，４３９円 

 

  〇加算（１日または１月につき）※運営実績に基づき算定させていただきます 

種  類 単位 利用料 本人負担 

□ 入居継続支援加算（Ⅰ） 

全入居者のうち、たんの吸引等が必要な

入所者及び留置カテーテル等を使用して

いる入居者が１５％以上であり、常勤の

看護師を１名配置し看護に係る責任者を

定める場合 且つ、介護福祉士の数が常

勤換算法で入居者の数が６又はその端数

を増すごとに１名以上である場合 

※要支援者には算定しません 

３６単位 ３６０円 

３６円 

７２円 

１０８円 

□ 入居継続支援加算（Ⅱ） 

（Ⅰ）の入居者の割合が５％以上１５％

未満の場合 

※要支援者には算定しません 

２２単位 ２２０円 

２２円 

４４円 

６６円 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 



 

□ 個別機能訓練加算 
常勤の理学療法士などを１名以上配置

し、個別機能訓練計画に基づき、機能訓

練を行っている場合 

（Ⅰ） 

１２単位 
１２０円 

  １２円 

２４円 

３６円 

（Ⅱ） 

２０単位 

（1 月につき） 

２００円 

  ２０円 

４０円 

６０円 

LIFEへのデータ提出とケアの向上

を図った場合 

□ 夜間看護体制加算（Ⅰ） 

常勤の看護師を１名以上配置している場

合、且つ、夜勤又は宿直を行う看護職員

の数が１名以上であって、必要に応じて

健康上の管理等を行う体制を確保してい

る。重度化した場合の指針を定めている

などの場合。 

※要支援者には算定しません 

１8 単位 １８０円 

１８円 

３６円 

５４円 

□ 夜間看護体制加算（Ⅱ） 

常勤の看護師を１名以上配置している場

合、且つ重度化した場合の指針を定めて

いるなどの場合。 

※要支援者には算定しません 

9 単位 ９０円 

９円 

18 円 

２７円 

□ 若年性認知症利用者 

受入加算 

６５歳未満で初老期における認知症を患

っている方に対し、担当者を定め サー

ビス提供した場合 

１２０単位 １，２００円 

１２０円 

２４０円 

３６０円 

□ 協力医療機関連携加算 
協力医療機関との間で入所者等の病歴等

の情報を共有する会議を定期的に開催し

ている場合 

（１） 

１００単位 

（１月につき） 

１，０００円 

１００円 

２００円 

３００円 

協力医療機関が①～③の要件を満

たす場合 

①入居者等の病状が急変した場合

等において相談対応を行う体制を

常時確保している 

②高齢者施設等からの診療の求め

あった場合、診療を行う体制を常

時確保している 

③急変により入院を要すると認め

られた入所者等の入院を原則とし

て受け入れる体制を確保している

場合 

（２） 

４０単位 

（１月につき） 

４００円 

４０円 

８０円 

１２０円 

（１）の要件以外の場合 

□ 退院・退所時連携加算 
病院などから入居した場合に入居した日

から３０日以内の期間 

また、３０日超える入院などの後に 再

び入居された場合も同様 

※要支援者には算定しません 

３０単位 ３００円 

３０円 

６０円 

９０円 



 

□ 退居時情報提供加算 

医療機関へ退居する入居者等について、

退居後の医療機関に対して入居者等の同

意を得て、心身の状況、生活歴等を示す

情報を提供した場合 

２５０単位 ２，５００円 

２５０円 

５００円 

７５０円 

□ 高齢者施設等感染対策 

向上加算 

（Ⅰ） 

  １０単位 

（１月につき） 

１００円 

１０円 

２０円 

３０円 
①～③の条件を満たしている場合 

①第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応

を行う体制を確保している 

②協力医療機関等との間で感染症

の発生時等の対応を取り決め、感

染症の発生時等に連携し対応して

いる 

③医療機関又は地域の医師会が行

う感染対策に関する研修、又は訓

練に 1 年に 1 回以上参加 

（Ⅱ） 

５単位 
（１月につき） 

５０円 

５円 

１０円 

１５円 
医療機関から 3 年に 1 回以上、感

染症が発生した場合の感染制御等

について指導を受けている場合 

□ 新興感染症等施設療養費 

特定の感染症に感染した場合に相談、診

療、入院調整等を行う医療機関を確保し、

適切な感染対策を行った上で、サービス

提供を行った場合 

２４０単位 ２，４００円 

２４０円 

４８０円 

７２０円 

□ 生産性向上推進体制 

加算（Ⅰ） 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

および職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入

している場合 
かつデータにより業務改善の取組による成果

が確認されている場合 

１００単位 
（1 月につき） 

１，０００円 

１００円 

２００円 

３００円 

□ 生産性向上推進体制 

加算（Ⅱ） 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

および職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入

している場合 

１０単位 
（1 月につき） 

１００円 

１０円 

２０円 

３０円 

□ 看取り介護加算（Ⅰ） 
夜間看護体制加算を算定し、看取りに関する指

針を定め、医師が一般に認められている医学的

知見に基づき回復の見込みがないと診断した

利用者について、その人らしい最期を迎えられ

るよう支援を行った場合 

 

※要支援者には算定しません 

７２単位 

（死亡日以前３１日以上 

４５日以下） 

７２０円 

７２円 

１４４円 

２１６円 

１４４単位 

（死亡日以前４日以上 

３０日以下） 

１，４４０円 

１４４円 

２８８円 

４３２円 



 

６８０単位 

（死亡日の前日 

および前々日） 
６，８００円 

６８０円 

１，３６０円 

２，０４０円 

１２８０単位 

（死亡日） 
１２，８００円 

１，２８０円 

２，５６０円 

３，８４０円 

□ 看取り介護加算（Ⅱ） 
看取り介護加算（Ⅰ）の算定要件を満たし、当

該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直

を行う看護師を1名以上配置して看取りを行っ

た場合 

※看取り介護加算（Ⅰ）を算定している場合は

算定しない 

 

※要支援者には算定しません 

５７２単位 

（死亡日以前３１日以上 

４５日以下） 
５，７２０円 

５７２円 

１，１４４円 

１，７１６円 

６４４単位 

（死亡日以前４日以上 

３０日以下） 
６，４４０円 

６４４円 

１，２８８円 

１，９３２円 

１１８０単位 

（死亡日の前日 

および前々日） 
１１，８００円 

１，１８０円 

２，３６０円 

３，５４０円 

１７８０単位 

（死亡日） 
１７，８００円 

１，７８０円 

３，５６０円 

５，３４０円 

□ サービス提供体制 

強化加算 

職員の配置状況により算定する 

（Ⅰ） 

２２単位 

 

２２０円 

２２円 

４４円 

６６円 
介護職員の総数のうち、以下のい

ずれかに該当すること。 

⓵介護福祉士が 70％以上 

②勤続 10 年以上の介護福祉士が

25％以上 

（Ⅱ） 

１８単位 

 

１８０円 

１８円 

３６円 

５４円 
介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 60％以上 

（Ⅲ） 

６単位 

 

６０円 

６円 

１２円 

１８円 
介護職員の総数のうち以下のいず

れかに該当すること。 

⓵介護福祉士が 50％以上 

②常勤職員が 75％以上 

③勤続年数 7 年以上 30％以上 

□ 介護職員等処遇改善加算 

 

R6.5.31 までの介護職員処遇改善加算・

介護職員等特定処遇改善加算・介護職員

等ベースアップ等支援加算を一本化 

①職場環境の改善、賃金体系等の整備及

び研修の実施 

②資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組

みの整備 

（Ⅰ） 

 

算定した単位数の 

１２．８％ ①②③④に該当 

 

（Ⅱ） 

 

算定した単位数の 

１２．２％ ①②③に該当 

 



 

（２）介護保険給付対象外サービス 

  ウ サービスの内容と費用 

利用料の全額を負担していただきます 

項目 内容 回数 金額 

食事 居室の配食 １食 ３００円 

代行 コピー代行 １枚 １０円 

代行 事務代行 １回 １，０００円 

代行 買い物代行 １回 １，５００円 

代行 ごみ処理代行 １ヶ月 １，５００円 

代行 居室清掃代行（布団干しなどを含む） １回 １，０００円 

代行 洗濯代行（選択、乾燥、衣類たたみ、収納を含む） １回 ３００円 

代行 衣類入替え代行（衣替えなど） １回 ２００円 

代行 薬取り代行 １時間 １，０００円 

送迎 病院受診 
指定の場所まで行くことを１回とし、

複数個所を回る際はその都度１回分の

費用がかかります 

１回 ５００円 

送迎 買い物 １回 ５００円 

送迎 外出 １回 ５００円 

付き添い 通院 １時間 １，０００円 

付き添い 買い物 １時間 １，０００円 

付き添い 外出 １時間 １，０００円 

保管 保険証等 毎月 １，０００円 

管理 金銭管理 毎月 ３，０００円 

管理 服薬管理 毎月 ３，０００円 

貸出 ゲストルーム利用料 １泊 ３，８００円 

貸出 加湿器 １日 １００円 

貸出 その他施設備品貸出 １日 １００円 

施設等利用 駐車場 １ヶ月 ５，０００円 

施設等利用 施設内外倉庫（個人の荷物など預かり） １日 １００円 

施設等利用 洗濯機、乾燥機使用料（電気、水道代） １ヶ月 １，０００円 

施設等利用 居室内洗濯機使用料（水道代） １回 ５００円 

③賃金の改善、職場環境の更なる改善 

④経験技能ある介護職員を一定割合以上

配置 （Ⅲ） 

 

算定した単位数の 

１１．０％  ①②に該当 

 

（Ⅳ） 

 

算定した単位数の 

８．８％   ①に該当 

 



 

施設等利用 浴室利用（週３回以上で１回につき） １回 ５００円 

施設等利用 救急車添乗、病院付き添い 17：30～8：30 １時間 ３，０００円 

施設等利用 救急車添乗、病院付き添い 8：30～17：30 １時間 ２，０００円 

   その他施設サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と認められる費

用は、利用者の負担となります。 

 

８ 利用料金などのお支払方法 

 利用料金は１ヶ月ごとに計算し請求いたします。毎月２０日頃に前月分の請求書を郵送

で利用者または利用者の身元引受人（後見人がいる場合は後見人。以下「身元引受人等」

といいます）にご連絡いたします。 

お支払いが確認されましたら領収証を発行いたします。 

 お支払方法は、原則口座引落（２７日頃）にてお支払いください。 

 毎月の利用料金の引落の確認は利用者または利用者の身元引受人等でも行っていただき、

指定口座より引落がされなかった場合は、当施設へご一報いただき、速やかに次の指定口

座にお振込みをお願いいたします。 

  

＜引落がされなかった場合の振込先＞ 

金 融 機 関 名 三菱 UFJ 銀行 沼津支店 

口 座 番 号 普通預金 №１２１８２００ 

口 座 名 義 社会福祉法人 湖成会 理事長 湖 山  泰 成 

 

９ サービス内容に関する苦情など相談窓口 

当事業所のお客様相談窓口 

受付担当者 堀 越 慶 太 

解決責任者 浅 野 真 史 

ご利用時間 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電 話（０５４５－３５－４５６７） 

      面 接（当施設相談室） 

      ご意見箱（１階ホール） 

 

＜手順＞ 

  ①苦情受付 

   ・苦情受付担当者は苦情を随時受け付ける 

   ・苦情受付担当者は苦情解決責任者である施設長へ報告する 

  ②苦情受付に際し、次の事項を苦情報告書に記載し、その内容について苦情申出人に

報告する 

   ・苦情の内容 

   ・苦情申出人の希望など 



 

   ・行政機関などへの報告の要否 

   ・苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの行政機関などの助言、立会いの要否 

  ③苦情解決に向けての話し合い 

   ・苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める 

  ④苦情解決結果の報告 

   ・苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人およ

び施設介護支援専門員に対して決定事項とその経過について報告する 

 

＜当事業所窓口以外の苦情受付機関＞ 

受付機関 連絡先 

当事業所より委嘱した 

外部の苦情受付窓口 
第三者委員 

高 橋 富 江  

０５５７－８０－１６１６ 

塩 谷 昇 二   

０４６５－６２－５２６４ 

行 政 機 関 な ど 

受 付 機 関 

熱海市役所 

長寿介護課 

介護保険室 

熱海市中央町１－１ 

０５５７－８６－６２８２ 

湯河原町 

福祉部介護課 

足柄下郡湯河原町中央２－２－１ 

０４６５－６３－２１１１ 

真鶴町 

介護健康課 

足柄下郡真鶴町岩２４４－１ 

０４６５－６８－１１３１ 

静岡県国民健康保険 

団体連合会 

静岡市葵区春日２－４－３４ 

０５４－２５３－５５９０ 

 

 

10 緊急時の対応 

 嘱託医師および看護職員が常に利用者の健康状態を注意し、必要に応じて適切な診療・

指導を行うよう誠意を持って対応します。 

 利用者に病状の急変が生じた場合などにより、自ら必要な医療を提供することが困難で

あると認めたときは、他の医師の診察を求めるなど診療について適切な対応を講じます。 

 

11 秘密保持の対応 

 正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者および利用者の身元引受人等の秘密

を漏らしません。 

 サービス担当者会議などにおいて、利用者および利用者の身元引受人等に関する個人情

報を用いる場合、利用者および利用者の身元引受人等に使用目的などを説明し同意を得な

ければ、使用することはありません。 

 介護保険サービスの質の向上のため、学会・研究会などで事例研究発表などをする場合、

利用者を特定できないように仮名などを使用することを厳守します。 

 本条に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。 



 

なお、当事業所の職員・委託業者・ボランティア・実習生などの関係者には、事前に個

人情報の重要性を周知し、誓約書を取り交わしております。その他、個人情報に関しての

問い合わせについては、次の窓口にて対応させていただきます。 

＜当事業所窓口＞ 

 当事業所における個人情報に関するご相談は次の窓口で受け付けます 

当事業所の 

個人情報保護窓口 

ケアハウス 

熱海伊豆海の郷 

0557－80－5600 

個人情報の開示・訂正・更新・  

利用停止・削除などの申し出があ

る場合は、ご連絡ください 

 

12 事故発生時の対応および賠償責任 

 施設サービスの提供にあたって、事故が発生した場合、速やかに利用者の身元引受人等

および市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 事故により利用者に損害が発生した場合、速やかにその損害を賠償します。ただし、当

施設に故意または過失がない場合はこの限りではありません。 

 当該事故発生につき利用者に過失がある場合、損害を賠償しない、または賠償の額を減

額することができます。 

＜手順＞ 

①事故発見者は、利用者の安全を確認し看護職員を呼ぶ 

②看護職員は、次の事項を確認する 

⑴外傷の有無、⑵痛みの有無、⑶部位の確認、⑷バイタルサインの測定 

   ⑸事故の状況観察 

  ③外傷、骨折などの疑いのない場合は、安静にし経過観察を行う 

   相談員（必要に応じて看護職員）よりご家族などに状況および対応を報告する 

  ④外傷、骨折などの疑いのある場合は、施設長に報告する 

  ⑤外来受診が必要な場合は、車両を手配（重症の場合は救急車）すると同時に、受診

先病院への連絡を行う 

   相談員（必要に応じて看護職員）よりご家族などに状況および対応を報告する 

 

13 衛生管理等 

 利用者の使用する食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に 

努め、または衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品および医療器具の管理を適正に  

行います。 

 感染症または食中毒が発生し、または蔓延しないよう必要な措置を講じます。 

 

 ＜対応＞ 

  ①施設における感染症の予防および蔓延の防止のための対策を検討する委員会を概ね

３月に１回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図る 

  ②施設における感染症の予防および蔓延防止のための指針を整備する 

  ③施設において、従業者に対し感染症の予防および蔓延防止のための研修および訓練

を定期的に実施する 



 

  ④厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する 

手順に沿った対応を行う 

 

14 虐待防止に関する事項 

 利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため必要な措置を講じます。 

 施設サービス提供中に、施設従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す

る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報し

ます。 

 

 

 ＜対応＞ 

  ①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を

従業者に周知徹底を図る 

  ②虐待防止のための指針の整備 

  ③虐待を防止するための定期的な研修の実施 

  ④担当者の設置 

 

15 業務継続計画に対しての取り組み 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に 

実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、

計画に従い必要な措置を講じます。 

 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期

的に実施します。 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

16 非常災害時の対策 

非常時の対応 別に定める「熱海伊豆海の郷消防計画」に則り対応を行います 

避難訓練 

および 

防災設備 

別に定める「熱海伊豆海の郷消防計画」に則り年２回夜間および昼

間を想定した避難訓練を、利用者の方、地域の方も参加して行いま

す 

設備名称 有無 設備名称 有無 

スプリンクラー あり 非常通報設備 あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知器 あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 あり 消火器 あり 

消火栓 あり 排煙設備 あり 

防火管理者 
熱海消防署への提出日：令和 3 年 12 月１3 日 

防火管理者：赤池 俊真 

 



 

17 協力医療機関 

名 称 熱海市医師会 

所 在 地 静岡県熱海市清水町３－２３ 

電 話 番 号 ０５５７－８１－１８３８ 

 

名 称 熱海所記念病院 

所 在 地 静岡県熱海市昭和町２０－２０ 

電 話 番 号 ０５５７－８２－３０００ 

 

18 協力歯科医療機関 

名 称 熱海市歯科医師会 

所 在 地 静岡県熱海市桃山町１８－１３ 

電 話 番 号 ０５５７－８１－６４８０ 

 

 

19 ご利用の際にご留意いただく事項 

来 訪 ・ 面 会 

面会時間 ８：３０～２０：００ 

正面受付に設置しております、面会簿に必要事項をご記入ください 

面会時に飲酒されたり、大声で怒鳴るなどの行為はおやめください 

飲食物の持ち込みの際は、腐敗・誤飲・誤嚥などの事故防止のため、

必ず職員にお声掛け下さい 

※新型コロナウイルス、インフルエンザ等感染症の予防のため面会

及び外出・外泊を一時的に見合わせていただく場合がございます。 

外 出 ・ 外 泊 

外出・外泊の際には、所定の書式に記載いただき、必ず行き先と帰

設日時を職員に申し出ください 

※感染症予防の観点から外出・外泊を見合わせていただく場合がご

ざいます。 

居 室 ・ 設 備 

器 具 の 利 用 

施設内の居室や設備、器具は本来の方法に従ってご利用ください 

これに反したご利用により破損などが生じた場合、弁償していただ

くことがあります 

喫 煙 ・ 飲 酒 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください 



 

迷惑行為など 
他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください 

また、むやみに他の利用者の居室などに立ち入らないでください 

所 持 金 品 の 

管 理 

高額・高価格の金品の持ち込みは原則お断りいたします 

その他の所持金品は、自己の責任で管理してください 

宗 教 活 動 

政 治 活 動 

施設内で他の利用者などに対する執拗な宗教活動および政治活動

はご遠慮ください 

動物飼育など 
施設内への危険物・ペットの持ち込みおよび飼育は原則お断りしま

す 

 

20 その他 

 ＜身体拘束に対しての取り組みについて＞ 

   利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するための緊急やむを得ない

場合を除き、隔離・身体的拘束・薬剤投与・その他の方法により利用者の行動を制限

する行為は一切行いません。緊急やむを得ない状態が生じた場合には、マニュアルに

沿って介護保険法にて定められた手順に従い対応します。また同時に、その解除を早

期にできるように努力いたします。指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、従業者に対し、身体拘束等適正化のための研修を実施する等の措

置を講じます。 

 

 

 

＜感染症予防対策について＞ 

感染症予防対策及び蔓延防止のため、感染症予防委員会を設置し、日常的な健康管

理や手指消毒等の基本的な感染症対策の見直しや、関係者に新型コロナウイルス感染

者や濃厚接触者が出たことを想定した教育訓練を実施します。 

施設内クラスターの発生予防のために、感染症マニュアルに沿って面会や外出につ

いては、一時的に見合わせて頂く事がございます。 

 

＜事業所内のハラスメントに対しての取り組み＞ 

   事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築

けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。ハラスメント事案が発生した場合、

マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為

の再発防止策を検討します。職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方につ

いて研修などを実施します。 

 

 

 

 

 



 

 

  年  月  日 

 

（入居者） 

 私は、以上の重要事項について説明を受け、その内容を理解し同意しました。 

 

住 所                   

 

氏 名                ㊞  

 

 

（身元引受人） 

 私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、同意しました。 

 

                 住 所 

 

氏 名                ㊞  

電 話 番 号            続柄     

 

（連帯保証人） 

 私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、同意しました。 

 

                 住 所 

 

氏 名                ㊞  

電 話 番 号            続柄     

 

（後見人） 

 私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、同意しました。 

 

                 住 所 

 

氏 名                ㊞  

電 話 番 号            続柄     

 

 

 

 



 

 

（事業者） 

   当施設は、サービスの提供開始にあたり、以上の重要事項について説明し文書を交付

しました。 

 

 住 所 静岡県富士宮市大鹿窪 143 番地 1    

 事 業 者 社 会 福 祉 法 人  湖  成  会    

代 表 者 名 理 事 長  湖  山  泰  成 ㊞  

事 業 所 名 ケアハウス 熱海伊豆海の郷    

（事業所番号） （ ２ ２ ７ ０ ５ ０ ０ ３ １ ３ ）    

     

 説明者 氏 名                ㊞  

 

  



 

 


